
税金の

各種控除に

関する

お知らせ

所
得
税
・
個
人
住
民
税
に

か
か
る
基
礎
控
除
等
が
見

直
さ
れ
ま
し
た

65
歳
以
上
の
方
へ
の
お
知
ら
せ

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

の
発
行
に
つ
い
て

【
基
礎
控
除
等
の
見
直
し
】

・
給
与
所
得
控
除
額
・
公
的
年
金

等
控
除
額
が
そ
れ
ぞ
れ
10

万
円

引
き
下
げ
ら
れ
、
基
礎
控
除
額

が
10

万
円
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し

た
。
合
計
所
得
金
額
が
2
，

4
0
0
万
円
を
超
え
る
と
、
そ

の
金
額
に
応
じ
て
控
除
額
が
段

階
的
に
減
少
し
、
2
，
5
0
0

万
円
を
超
え
る
と
、
基
礎
控
除

は
適
用
さ
れ
な
く
な
り
ま
し

た
。

・
給
与
所
得
と
年
金
所
得
の
両
方

を
有
す
る
人
に
つ
い
て
は
、
片

方
に
係
る
控
除
の
み
が
減
額
さ

れ
る
よ
う
に
、
給
与
所
得
控
除

後
の
給
与
所
得
か
ら
10

万
円
を

控
除
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と

や
、
子
育
て
や
介
護
を
し
て
い

る
人
な
ど
に
配
慮
す
る
た
め
新

た
に
「
所
得
金
額
調
整
控
除
」

が
創
設
さ
れ
、
扶
養
親
族
等
の

所
得
金
額
要
件
に
つ
い
て
も
見

直
さ
れ
ま
し
た
。

【
ひ
と
り
親
控
除
の
創
設
】

・
未
婚
の
ひ
と
り
親
に
対
す
る
税

制
上
の
措
置
お
よ
び
寡
婦
（
寡

夫
）
控
除
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

・
「
ひ
と
り
親
」
と
は
、
現
に
婚

姻
を
し
て
い
な
い
者
ま
た
は
配

偶
者
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い

一
定
の
者
の
う
ち
、
次
の
要
件

を
満
た
す
も
の
を
い
い
、
控
除

額
30

万
円
の
「
ひ
と
り
親
控
除
」

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

①
生
計
を
一
に
す
る
子
（
他
の
者

の
同
一
生
計
配
偶
者
ま
た
は
扶

養
親
族
と
さ
れ
て
い
る
者
を
除

き
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
48

万
円
以
下
の
者
で
、
年
齢
制
限

は
な
し
）
を
有
す
る
こ
と

②
合
計
所
得
金
額
5
0
0
万
円
以

下
で
あ
る
こ
と

③
そ
の
者
と
事
実
上
婚
姻
関
係
と

同
様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
者
が
い
な
い
こ
と

・
ひ
と
り
親
以
外
の
寡
婦
に
つ
い

て
は
、
引
き
続
き
控
除
額
2
6

万
円
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
、

子
以
外
の
扶
養
親
族
を
持
つ
寡

婦
に
つ
い
て
も
所
得
制
限
（
前

年
の
合
計
所
得
金
額
5
0
0
万

円
以
下
）
が
設
定
さ
れ
ま
す
。

※
ひ
と
り
親
控
除
、
寡
婦
控
除
の

い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
住
民
票

の
続
柄
に
「
夫
（
未
届
）
」「
妻

（
未
届
）
」
の
記
載
が
あ
る
か
た

は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
左
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
留
意
事
項
】

　

所
得
税
の
令
和
2
年
分
申
告

（
町
道
民
税
で
は
令
和
3
年
度
課

税
）
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

財
務
課
住
民
税
係　

　

☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
4

　

身
体
障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
や
、
交
付
さ
れ
て

い
な
く
て
も
交
付
基
準
に
準
ず
る

と
認
定
さ
れ
た
方
は
、
確
定
申
告

等
を
す
る
際
に
、
障
害
者
控
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
。
町
で
は
、
対
象

者
と
認
定
さ
れ
る
方
や
そ
の
扶
養

者
に
、「
障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
書
」
を
発
行
し
て
い
ま
す
の

で
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
す
る
必
要
が
な
い
方
】

　

対
象
者
ま
た
は
そ
の
扶
養
者
が

非
課
税
で
申
告
が
必
要
な
い
場
合

は
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
対
象
】

　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
65

歳
以

上
の
方
で
、
要
介
護
認
定
に
よ
り

要
介
護
1
以
上
と
認
定
さ
れ
て
い

て
、
な
お
か
つ
認
定
資
料
（
主
治

医
意
見
書
ま
た
は
認
定
調
査
票
）

で
「
寝
た
き
り
」
・
「
準
寝
た
き

り

」
あ

る

い

は
「

重

度

の

認

知

症
」
・
「
軽
・
中
度
の
認
知
症
」
の

状
態
を
確
認
で
き
る
方
。

※
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
も

障
害
者
控
除
の
対
象
と
な
ら
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳

お
よ
び
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
等
を
申
告
時
に
提
出
す
る

と
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
手
帳
と
認
定
書
で
の

区
分
（
障
害
者
・
特
別
障
害
者
）

が
異
な
る
場
合
は
、
控
除
の
大

き
い
額
で
申
告
で
き
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
左
記
ま

で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
申
請
窓
口
】

・
保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

・
熊
石
総
合
支
所住

民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

　
　
　

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

　

☎
0
1
3
7
│
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│
2
1
1
1

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

の
た
め
の
確
認
書
発
行
に

つ
い
て

 　

お
む
つ
代
が
医
療
費
控
除
の
対

象
と
認
め
ら
れ
る
に
は
、
医
師
の

発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用
証
明

書
」
が
必
要
で
す
が
、
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
方
は
、
町
が
交

付
す
る
「
お
む
つ
使
用
の
確
認

書
」
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受

け
て
い
る
期
間
が
2
年
目
以
降

（
初
め
て
控
除
を
受
け
ら
れ
る
方

は
、
か
か
り
つ
け
医
療
機
関
に
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）
。

②
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
者

で
、
主
治
医
意
見
書
で
「
寝
た
き

り
」
か
つ
「
尿
失
禁
あ
り
」
の
状
態

を
確
認
で
き
る
。

【
申
請
窓
口
】

・
保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

・
熊
石
総
合
支
所住

民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）

　

☎
0
1
3
7
│
64
│
2
1
1
1
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